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地方自治法 

 

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。  

一～九 省略 

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権

利を放棄すること。  

十一 省略 

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提

起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項 

に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の

二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。）に係る同法第十

一条第一項 （同法第三十八条第一項 （同法第四十三条第二項 において準用する

場合を含む。）又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。）の規

定による普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条の二、第百

九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする

訴訟」という。）に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処

分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あ

つせん、調停及び仲裁に関すること。  

十三～十五 省略 

第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に

指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 

２  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報

告しなければならない。  

（債権）  

第二百四十条  この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体

の権利をいう。  

２  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強

制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。  

３  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、

履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。  

４  前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 

一  地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定に基づく徴収金に係る債権  

二  過料に係る債権  

三  証券に化体されている債権（国債に関する法律（明治三十九年法律第三十四号）

の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振

替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。）  

四  電子記録債権法 （平成十九年法律第百二号）第二条第一項 に規定する電子記録

債権  

五  預金に係る債権  

六  歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権  

七  寄附金に係る債権  

八  基金に属する債権  

 

 

地方自治法施行令 
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（督促）  

第百七十一条  普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第一項 

に規定する歳入に係る債権を除く。）について、履行期限までに履行しない者があると

きは、期限を指定してこれを督促しなければならない。  

（強制執行等）  

第百七十一条の二  普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第三

項 に規定する歳入に係る債権（以下「強制徴収により徴収する債権」という。）を除

く。）について、地方自治法第二百三十一条の三第一項 又は前条の規定による督促を

した後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとら

なければならない。ただし、第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一条の六

の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限

りでない。  

一  担保の付されている債権（保証人の保証がある債権を含む。）については、当

該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の

手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。  

二  債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したものを含む。）に

ついては、強制執行の手続をとること。  

三  前二号に該当しない債権（第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履

行されないものを含む。）については、訴訟手続（非訟事件の手続を含む。）に

より履行を請求すること。  

（履行期限の繰上げ）  

第百七十一条の三  普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることが

できる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知

をしなければならない。ただし、第百七十一条の六第一項各号の一に該当する場合その

他特に支障があると認める場合は、この限りでない。  

（債権の申出等）  

第百七十一条の四  普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産

手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方

公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ち

に、そのための措置をとらなければならない。  

２  前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があ

ると認めるときは、債務者に対し、担保の提供（保証人の保証を含む。）を求め、又は

仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。  

（徴収停止）  

第百七十一条の五  普通地方公共団体の長は、債権（強制徴収により徴収する債権を除

く。）で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、

次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認める

ときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。  

一  法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全く

なく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと

認められるとき。  

二  債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制

執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。  

三  債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。  

（履行延期の特約等）  

第百七十一条の六  普通地方公共団体の長は、債権（強制徴収により徴収する債権を除
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く。）について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特

約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履

行期限を定めることを妨げない。  

一  債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。  

二  債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有

する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる

とき。  

三  債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務

の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを

得ないと認められるとき。  

四  損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の

全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認

められるとき。  

五  貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付け

を行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号ま

での一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸

付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行す

ることが困難であるとき。  

２  普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長

する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞

に係る損害賠償金その他の徴収金（次条において「損害賠償金等」という。）に係る債

権は、徴収すべきものとする。  

（免除）  

第百七十一条の七  普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれ

に近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限

（当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、 初に履行延期の特約又

は処分をした日）から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近

い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債

権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。  

２  前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に

係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて

当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、

債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならな

い。  

３  前二項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要し

ない。  

 

 

民法 

 

 （時効の中断事由）  

第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。  

一  請求  

二  差押え、仮差押え又は仮処分  

三  承認  
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民事訴訟法 

 

（将来の給付の訴え）  

第百三十五条  将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に

限り、提起することができる。  

 （訴え提起前の和解）  

第二百七十五条  民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの

実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを

することができる。  

２  前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあ

るときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立て

をした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴

訟費用の一部とする。  

３  申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わ

ないものとみなすことができる。  

４  第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。  

（和解に代わる決定）  

第二百七十五条の二  金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が

口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しな

い場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告

の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求

に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併

せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の

利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延

損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定

をすることができる。  

２  前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪

失についての定めをしなければならない。  

３  第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期

間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。  

４  前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。  

５  第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一

の効力を有する。  


